
 
 

事 務 連 絡 
平成２７年３月３１日 

一部改正 令 和 ３ 年 ３ 月 ３ １ 日 
 
 
  都 道 府 県 
各 指 定 都 市 障害保健福祉主管課 御中 
  中 核 市 
 
 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 
企画課自立支援振興室 

 
 

補装具費支給に係るＱ＆Ａの送付について 
 

平素より、障害福祉行政にご尽力をいただき厚く御礼申し上げます。 
今般、補装具費の支給手続きに当たり、別添のとおり整理いたしましたので、

御了知の上、適切に取り扱われるようお願いいたします。 
また、これに伴い平成２２年３月３１日付事務連絡「「電動車いすに係る補装

具費支給事務取扱要領」の電動車椅子の対象年齢について」は廃止します。 
都道府県におかれましては貴管内市（区）町村に周知いだくよう、よろしく

お取り計らい願います。 
 
 

【お問い合わせ先】 
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 

企画課自立支援振興室 社会参加支援係 
ＴＥＬ ０３－５２５３－１１１１ 

（内線 3073、3071、3089） 
ＦＡＸ ０３－３５０３－１２３７ 
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（盲人用安全つえ） 
Q１ 平成 27 年度の告示改正において、盲人用安全つえの基本構造における主

体が「グラスファイバー」から「繊維複合素材」に改正されたが、これは、
グラスファイバー、カーボンファイバー並びにアラミド繊維などの素材が含
まれると考えてよいか。 

 
A  お見込みのとおり。 

今回の改正は、現在流通している盲人用安全つえの素材について、グラス
ファイバーに限らず、カーボンファイバーやアラミド繊維等が使用されるな
ど多様化している現状に対応することや、新たな素材を使用した盲人用安全
つえが開発されることも想定した上で改正したものである。 

 
 
Q２ 盲人用安全つえに関する基準額と加算の考え方についてご教示いただき

たい。 
  また、補装具告示に記載されている夜光装置とは、どのようなものを想定

されているのかご教示いただきたい。 
 
A 盲人用安全つえの基準額は、実際に支給を行うつえについて、当該つえが持

つ構造等を評価することにより、基本構造に係る基準額と、該当する加算を
積み上げることにより上限額を設定することとなる。 

例えば、主体がグラスファイバー、プラスチックの石突、白色、ゴムグリ
ップ、全面夜光材付きの普通用の盲人用安全つえについては、下記参考例の
とおりとなる。 

なお、夜光装置については、自ら発光するものではなく、いわゆる反射材
を想定している。 

（参考例） 
普通用（グラスファイバー、プラスチックの石突、白色） 3,550 円 

＋ ゴムグリップ   660 円 
＋ 全面夜光材付  1,200 円 

＝ 5,410 円 
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（補聴システム） 
Q３ 人工内耳装用者が使用する補聴システムについては、これまで特例補装具

として支給が可能という考え方が示されており、これまでは補装具告示に掲
載されている FM 型補聴システムをその対象と考えてきたところである。 

先般、告示には掲載されていない最新のデジタル方式の補聴システムの申
請がなされたが、同様に特例補装具として対応が可能か。 

 
A 人工内耳装用者に対する補聴用具の支給に当たっては、障害の状況、生活環

境、就学・就労の保障等について勘案のうえ、真に必要と判断される場合に
は、特例補装具として支給しうるものであり、FM 型補聴システムがその対象
とされていたところである。 

  FM 型またはデジタル方式いずれの補聴システムについても、人工内耳装用
者に対する聞こえを補う目的の機器であり、その使用の趣旨は同じものであ
るので、補聴システムの必要性や FM 型補聴システムの使用が困難である理由
などを十分に確認の上で、特例補装具として対応されたい。 

  なお、補聴器使用者に対する補聴システムの支給についても、同様に扱わ
れたい。 

 
 
（電動車椅子） 
Q４ 今回の改正により、電動車椅子に係る補装具費支給事務取扱要領が改正さ

れ、その対象者において「なお、電動車椅子の特殊性を特に考慮し、少なく
とも小学校高学年以上を対象とすることが望ましいこと。」との記載が削除さ
れたが、電動車椅子の対象者は学齢児以上であれば支給して差し支えないと
いうことか。 

 
A  

１．電動車椅子に係る補装具費の支給は、重度の歩行困難者の自立と社会参
加の促進を図ることを目的として行われるものであることから、特に身体
障害児については、その身体の状況、年齢、学校教育、生活環境等の諸条
件を考慮し、その是非を判断していただくことが重要である。 

したがって、対象児童の年齢のみをもって一律に申請を受け付けない又
は支給しないといった対応を行うことは適当ではなく、従来どおり申請者
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個別の状況を適切に判断していただきたい。 
 
２．実際の支給決定に際しては、申請者の年齢にかかわらず、使用者及び他

の歩行者等の安全を確保するため、操作訓練、使用上の留意事項の周知等
について格段の指導が必要となるため、次の各事項等について、十分に確
認を行った上で判断すること。 
ア 重度の下肢機能障害者等であって、電動車椅子によらなければ歩行機

能を代替できない者であること。 
イ 歩行者として、必要最小限の交通規則を理解・遵守することが可能な

者であること。 
ウ 操作ノブ等の操作のほか、メインスイッチ・速度切替、発進・停止、

速度調節、直進（直進・蒲鉾・片傾斜道路）走行、Ｓ字・クランク走行
等その他移動に必要な操作が円滑に行える者であること。 

エ 上記ア～ウの状況について、 
・ 補装具費支給意見書を作成した医師 
・ 申請者が利用する医療機関や福祉施設の専門職 
・ 身体障害者更生相談所の直接判定 

等いずれかの専門職により、確実に動作等の確認が行われたことが、支
給の決定を行う市町村において確認できた者であること。 

 
３．なお、本 Q&A により、平成２２年３月３１日付事務連絡「「電動車いす

に係る補装具費支給事務取扱要領」の電動車椅子の対象年齢について」は
廃止する。 

 
 
Q５ 電動車椅子の修理基準にある「携帯用会話補助装置搭載台交換」について、

小型の意思伝達装置等にも使用可能と思われるが、意思伝達装置等を搭載す
る場合についても、この修理基準により加算することとしてよいか。 

 
A お見込みのとおり。 

会話などの意思疎通に必要な携帯用会話補助装置や意思伝達装置等が必要
な者に対しては、障害の状況、生活環境及び当該機器等の使用状況を踏まえ、
必要に応じて加算することとして差し支えない。 



4 

 

Q６ 傾斜地での操作性や安全性を向上させることを目的とした電動車椅子の
部品について、来年度更新申請を予定している障害者より、現時点では修理
基準に乗っていない未発売部品であるが発売された場合に申請したいとの事
前相談があった。実際に申請があった場合に、どのように対応すべきか。 

  また、今後修理基準への規定は行われるのか。 
 
A  修理基準に規定されていない修理の扱いについては、補装具費支給事務取

扱指針第 2 の１(6)にあるとおり、その必要性が認められ補装具費の支給を行
う場合には、原価計算による見積もり又は市場価格に基づき適正な額を決定
し、支給することとなる。 

当該部品については、一般的なジョイスティック型の電動車椅子はもちろ
んのこと、特にチンコントロール等の特殊なコントローラを使用する者など、
繊細なコントロールが求められる者にとって、その操作性を向上させると共
に、傾斜地における直進安定性についても向上が図られると聞いており、個々
の状況に応じてその必要性を判断した上で特例補装具として支給することが
可能である。 

修理基準への位置付けは、今後の支給状況等を踏まえつつ検討することと
している。 

 
 
（筋電電動義手） 
Q７ 筋電電動義手の支給決定については、個々の障害者（児を含む）の状況等

を勘案して判断する特例補装具となると承知している。 
筋電電動義手の見積もりを確認する際に、支給基準の中で筋電電動義手の

完成用部品は掲載されているが、その他製作に当たって必要な基本価格や製
作要素価格等の取扱方法についてどのように考えるべきか。 

 
※令和３年３月３１日付け事務連絡「補装具費支給に係る Q&A の送付につい
て」を参照ください。 
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（重度障害者用意思伝達装置） 
Q８ 重度障害者用意思伝達装置の対象者について、音声･言語機能障害はある

が重度の両上下肢障害には至っていないなど、国の示す対象者像に必ずしも
合致しない者からの申請については、どのように対応すべきか。また、難病
患者との関係性についてはどうか。 

 
A 重度障害者用意思伝達装置の対象については、補装具費支給事務取扱指針の

別表１「補装具の対象者について」において、 
・ 重度の両上下肢及び音声･言語機能障害者であって、重度障害者用意思

伝達装置によらなければ意思の伝達が困難な者。 
・ 難病患者等については、音声･言語機能障害及び神経･筋疾患である者。 

としている。 
特に、難病患者等で進行性の疾患の場合、その状態によっては、上記の「重

度の両上下肢及び音声･言語機能障害者」又は「音声･言語機能障害及び神経･
筋疾患である者」のいずれの状態にも合致しにくい場合がある。 

その場合には、特殊の疾病告示に掲げる疾病であること、近い将来上記の
ような状態になることについて、補装具費支給意見書において医師の診断が
明確であるような場合は、申請者の身体状況等をよく検討の上、支給の対象
として差し支えない。 


